
 

「酒田市観光物産館」の指定管理者の指定に係る変更について 

 

 

「酒田市観光物産館」の指定管理者について、下記のとおり指定に係る変更をしまし

たので、お知らせします。 

 

１ 施 設 名  

  酒田市観光物産館 

２ 指定管理者 

名 称：一般社団法人 酒田観光物産協会 

会長  眞島 裕 

所在地：酒田市山居町一丁目１番２０号 

３ 指 定 期 間  

  ＜変更前＞  

   令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで（３年間） 

  ＜変更後＞ 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年間） 

４ 備   考 

酒田市観光物産館は、令和７年３月までに供用開始の予定である旧酒田商業高等学

校跡地の新たな観光物産施設へ機能移転する予定であり、それまでの期間については、

現在の指定管理者に管理運営を継続させることが効率的であることから、指定の期間

を変更することについて、議会の議決を経て正式に決定しました。 


